
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

特定行政庁 申請者 (船橋市指定様式) 申請者

指定道路事前協議願い 開発行為・残地誓約

手数料なし・理由を明確に 汚水・雑排水・雨水排水先

特定行政庁 ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ・農地転用

必要書類の確認 境界の確定

・委任状・案内図・現況図面 その他

特定行政庁 公図・謄本・写真ほか 特定行政庁 申請者

（船橋市第17号様式）

担当係の調査・確認 道路位置指定申請書

特定行政庁 特定行政庁

申請理由・現況の審査

申請者 特定行政庁

条件等を協議 高低差・排水先・取付道路等

特定行政庁 特定行政庁 申請者

原則毎月第1・3水曜日 連絡・訂正

追加資料・図書の請求

申請者 特定行政庁

協議内容による追加検討 代理者への連絡

特定行政庁 申請者

計画内容の確定

特定行政庁 申請者 申請者

代理者への連絡 工事完了後連絡

本申請の準備

特定行政庁 申請者

境界杭・幅員・延長・転回広場

指摘・是正報告・再検査

特定行政庁

特定行政庁

指定年月日・番号の公告

※ 特定行政庁 申請者

代理者による通知書の受取

　

位置指定通知書発行

事前協議の成立 工事完了

検査・立会

決　裁

法42条1項5号の指定

通
知
・
公
告
関
係
　
約
2
週
間

事前協議は、施行令144条の4（道に関する基準）に
適合しない場合、道路位置変更申請、道路位置廃
止申請の場合のみ要する。

課内会議 申請書類の審査・訂正

変更の指示・訂正

工事開始

現
場
関
係

適合通知

決　裁

書
類
審
査
関
係
　
約
4
週
間

　建築基準法第42条第１項第5号に基づく道路位置指定申請に伴う事務処理の流れ　（申請者向け）

約
4
週
間

事前協議 本　申　請

事前相談 関係部署との協議

事前協議書の受付

現場確認 本申請受付

審　査 宅地課送付・返却

240912　船橋市　建築指導課　審査第2係

資料の追加・検討 現場状況の確認


